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マイナンバーカードの積極的な取得と利活用の促進について（協力依頼） 

 

 

平素から消防行政にご理解とご協力を賜り、厚く御礼を申し上げます。 

さて、マイナンバーカードの普及については、これまでも、昨年６月４日にデ

ジタル・ガバメント閣僚会議で決定された「マイナンバーカードの普及とマイナ

ンバーの利活用の促進に関する方針」に基づき、各業所管官庁から関係業界団体

等に対して、マイナポイント事業による消費活性化策や令和３年３月から開始予

定のマイナンバーカードの健康保険証利用を念頭に、マイナンバーカードの積極

的な取得と利活用の促進を呼びかけているところです。また、昨年、菅内閣総理

大臣の所信表明演説において、令和４年度末にほぼ全国民に行き渡ることを目指

していく旨の御発言があったところであり、政府として、普及拡大に向け、一層

の取組を進めています。 

マイナンバーカードの健康保険証利用は、企業の健康保険に係る事務のコスト

縮減につながることが期待されます。また、従業員にとっても、各種証明書のコ

ンビニでの取得やe-Taxによる確定申告等での利用、さらには今後、運転免許証

との一体化も検討されている等、マイナンバーカードは、大きなメリットがある

カードです。 

政府は、普及拡大に向けた具体的な取組として、マイナポイント事業、カード

未取得者に対する申請用QRコード付きマイナンバーカード交付申請書の送付など

を行っているところであり、こうした機会に多くの国民の皆様にマイナンバーカ

ードを取得していただくため、より一層の普及啓発が必要となります。 

貴団体におかれましては、別添の普及啓発チラシをご活用いただくことなどを

通じ、貴団体の傘下団体や会員事業者を含めた関係者に対して、マイナンバーカ

ードの積極的な取得と利活用の促進の呼びかけを行っていただきますよう、お願

い申し上げます。 
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